
 

 

和解契約書（全部） 
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）について、申立人Ｘ（以下「申立人」という。）と被申立人東京電力

株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
第１ 和解の範囲 

    申立人と被申立人は、本件に関し、第１項記載の損害項目（第２項記載

の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点については、本

和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 
１．損害項目 
 申立人の事業所である○○病院（福島県○○所在）に関する下記の除染費用 
（１）除染対策、土壌漉き取り工事         １６２万９８７８円 
（２）庭園外周四つ目垣撤去及び新設、庭園外周フェンス設置工事 
                          ９４万１６４０円 
（３）既存園内通路（北、南）解体工事         ４万７２９３円 
（４）既存園内通路（中央）解体工事         １６万１６５２円 
（５）通路新設アスファルト施工工事         ６２万１４４９円 
（６）東側、新設階段施工工事            １６万７７９８円 
（７）庭園樹木剪定                 ２７万８０００円 
（８）計                     ３８４万７７１０円 
２ 期間 
 自平成２３年３月１１日 至平成２４年７月末日 
第２ 和解金額 
  被申立人は、申立人に対し、第１記載の損害項目及び期間についての和解

金として、金３８４万７７１０円の支払義務のあることを認める。 
第３ 支払方法 
  （省略） 
第４ 除染費用に関する原本の授受等 
１．申立人は、被申立人に対し、第３の和解金を受領した日の翌日から１４日

以内に、申立人が支出した第１の第１項記載の除染費用を裏付ける領収証原

本を被申立人代理人あてに郵送の方法により送付するものとする。なお、郵

送手数料は申立人の負担とする。 
２．申立人は、被申立人に対し、第１の第１項記載の除染費用に関し、交付金、

助成金、その他名目の如何を問わず、国や地方公共団体等に対する請求を行

わないこととする。 
３．被申立人は、申立人が第１の第１項記載の除染費用について被申立人から

福島県中通りにおいて総合病院を経営する申立人について、患者のリハビ

リ等に使用される場所である庭園の除染費用が賠償された事例。 560 



支払を受けた事実を証するために必要のあるときは、国や地方公共団体等に

対し、当該事実及び申立人の氏名、住所、連絡先等の個人情報を必要な範囲

内で提供することが出来る。 
第５ 清算条項 

   申立人と被申立人は、第１の１項記載の損害項目（第１の２項記載の期間

に限る。また、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるものの

ほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 
第６ 手続費用 
 本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が記名押印の上、申立人が１通を、被申立人が１通を、それぞれ保有するも

のとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛

争解決センターに交付する。 
平成２５年７月５日 
 
 
（仲介委員 豊田愛祥） 

 


